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ご案内

相談専用電話： 06-6242-1177

資金計画
建築・リフォーム
法律
分譲マンション（法律）
分譲マンション（管理一般）

隔週土曜日［10時30分～12時］

隔週土曜日［10時～13時］

概ね毎週土曜日［10時～13時30分］

概ね月1回日曜日［13時～16時］

概ね週1回木曜日［14時～18時］

専門家相談日時  内　　容

■連携機関による定期相談
大阪府建築士会による建築相談…毎週日曜日　13時～16時（受付は12時30分～）
大阪府宅建協会による不動産無料相談…第1・第3月曜日（祝日・協会指定日を除く）　１3時～16時（06-6943-0621にて予約受付）
近畿税理士会による税務相談…毎週土曜日（但し、2・3月を除く）　１3時～16時（06-6242-1177で予約受付）

住宅取得やローン返済の資金計画等（ファイナンシャルプランナー）

建築設計や施工上の問題・建築関係法令等（建築士）   

借家・借地・土地・建物・相続等に関する法律上の相談（弁護士）

管理組合運営・管理規約等に関する法律上の相談（弁護士）

管理組合運営・管理規約・長期修繕計画等に関する相談（マンション管理士）

住まい情報センター（住情報プラザ4F）開館情報
〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20 4階

TEL 06-6242-1160
FAX 06-6354-8601

URL http://www.sumai.city.osaka.jp/

■開館時間 平日・土曜 9時～19時／日曜・祝日 10時～17時
■休 館 日 火曜日（祝日の場合は翌日）、
 祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、年末年始

地下鉄谷町線・堺筋線、阪急電鉄「天神橋筋六丁目」駅3号出口

10月～12月の
休館日

10月2日、9日、16日、23日、30日
11月6日、13日、20日、24日、27日
12月4日、11日、18日、25日、29日～1月3日

大阪市立
住まい情報センター

■住まいの一般相談（随時／面接相談・電話相談）
住まいを借りるときや購入する際の質問、分譲マンション管理、および大阪市を中心とした公的な住宅施策などに関する質問に対して、相談
員が面接または電話で対応します。英語、中国語、韓国・朝鮮語にも対応します（外国語対応は17時まで）。
■住まいの専門家相談（予約制／面接相談）
お申し込みに際しては、相談員が一般相談で内容をうかがってから予約します。日程が変更になる場合がありますので、ご確認ください。

●相談に関する秘密は厳守します。 ●係争中の案件や営利目的の相談、トラブルのあっせん・仲裁、賃貸住宅の経営に関する相談等、当センターで対応できかねるものは、他の相談
機関等の情報を提供します。 ●専門家相談は、大阪府に在住、在勤又は在学の方を対象とします。専門分野ごとに年1回までとさせていただきます（分譲マンション（管理一般）を除く）。

大阪市内の公的住宅のほかUR都市機構の賃貸住宅や大阪府
宅建協会の民間住宅の情報を提供しています。

住まいに関するご相談をお受けしています

大阪市での住まい探しをサポートします
詳しくは本誌9ページをご参照ください。
※住まい情報センター（住情報プラザ4F）と開館日時が異なります。

大阪くらしの今昔館があります

｢住まい｣と｢大阪｣に関する図書を集めたライブラ
リーがあります。図書の貸し出しも行っています。

住まいのライブラリーがあります 

詳しくは本誌10ページをご参照ください。

住まい・大阪に関する
セミナーやイベントを開催しています

以下、広告です。広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。「広告掲載」のお問い合わせは、大阪市立住まい情報センター TEL: 06-6242-1160

人と住まいを結ぶ情報発信基地 ●●●●●
〈今月の表紙〉 昔も今も、大丸百貨店のショーウインドウは、御堂筋

を歩く人々の目を楽しませてくれます。昔も今も、大丸源ケ橋温泉
〈今月の表紙〉 平成10年に国の登録有形文化財となりました。

屋根には2体のユニークなニューヨークの自由の
女神像があります。（入浴の洒落だとか）

あんじゅは、春・夏・秋・冬に発行します。次号は平成25年1月1日発行です。

住むまち大阪STYLE

明日の元気をくれる社交場、
まちのお風呂屋さん再発見

住まいの基礎知識
2回連続企画

「サービス付き高齢者向け住宅」
第2回 現状と具体例

大阪くらしの今昔館NEWS
重要文化財

大工頭中井家伝来の茶室起こし絵図
大阪くらしの今昔館

歴史系博物館で活躍してほしい
大学生の組織づくりプロジェクト
―住まいと暮らしの文化を次世代につなぐ

学習支援活動のために―

大阪市住まいのガイド
借りる・買う・建てる・建て替える
各種住宅施策のご案内

住むまち大阪STYLE

明日の元気をくれる社交場、
まちのお風呂屋さん再発見

住まいの基礎知識
2回連続企画

「サービス付き高齢者向け住宅」
第2回 現状と具体例

大阪くらしの今昔館NEWS
重要文化財

大工頭中井家伝来の茶室起こし絵図
大阪くらしの今昔館

歴史系博物館で活躍してほしい
大学生の組織づくりプロジェクト
―住まいと暮らしの文化を次世代につなぐ

学習支援活動のために―

大阪市住まいのガイド
借りる・買う・建てる・建て替える
各種住宅施策のご案内

都市に住む・暮らす  大阪市 住まいのガイドブック

“あんじゅ”は、「安心して快適な住生活をいとなむ」ための情報誌です。
 また、フランス語でAnge は「天使」という意味。よりよい暮らしを運んできてくれる幸せの象徴をイメージしています。
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大阪市内で利用できる緑の相談所表1

花と緑に関するさまざまな質問や相談に専門の相談員が答えてくれる。
場所: 大阪市東住吉区長居公園1-23　電話: 06-6697-7856
相談時間: ３～10月 9:30～12:00／13:00～17:00
 11～２月 9:30～12:00／13:00～16:30
休み: 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）と12月28日～1月4日
ホームページ: http://www.ocsga.or.jp/n-jyoho/index.html

花と緑と自然の情報センター内の「緑の相談コーナー」

植物・園芸に関する相談を実施している。電話による相談も随時受付。
場所: 大阪市鶴見区緑地公園2-163 咲くやこの花館2階インフォメーション内
電話: 06-6912-7230
相談時間: 毎週 火曜日、日曜日、祝日の10:00～12:00／13:00～16:30
休み: 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) と12月28日～1月4日
 （相談スケジュールは相談員の都合により変更になることがあります）
ホームページ: http://www.sakuyakonohana.com/

咲くやこの花館内の「みどりの相談所」

市内各所に花と緑の相談車（ひふみ号）がまわり、緑化PRや講習会、園芸相談を
実施。相談日時や場所は大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部協働課
（06-6469-3853）へ問い合わせるか、HPで確認を。
ホームページ: http://www.ocsga.or.jp/osakapark/pdf/unkou.pdf

花と緑の相談車（ひふみ号）

参考になるサイトや造園の専門団体

財団法人都市緑化機構
「みどりの専門家がお答えします マンションのみどりＱ＆Ａ第1版」
http://urbangreen.or.jp/ug/wp-content/uploads/2012/04/mansionqa_ver1.pdf

一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部
http://www.cla-kansai.jp

一般社団法人日本造園建設業協会
http://www.jalc.or.jp/

一般社団法人日本樹木医会
http://jumokui.jp/

表2

１０月　２日（火）
１０月　４日（木）
１０月　９日（火）
１０月１１日（木）
１０月１６日（火）
１０月１８日（木）
１０月２３日（火）
１０月２５日（木）
１０月３０日（火）
１１月　１日（木）

１４：００

～

１６：００

西淀川区
淀 川 区
此 花 区
生 野 区
平 野 区
天王寺区
大 正 区
住 吉 区
北 区
西 区

花 川 西 公 園
三津屋中央公園
此 花 公 園
生 野 南 公 園
平 野 西 公 園
天 王 寺 公 園
千 島 公 園
沢 之 町 公 園
本 庄 公 園
九 条 北 公 園

シャコバサボテンの栽培管理
シャコバサボテンの栽培管理
秋植え球根の植え付けと育て方
シャコバとカランコエの栽培管理
秋植え球根の楽しみ方
エア－プランツ
秋植え球根
秋植え球根の楽しみ方
秋植え球根の植え付け方
シャコバサボテンの育て方

日 時 行政区 場 所 講習内容
１１月　６日（火）
１１月　８日（木）
１１月１３日（火）
１１月１５日（木）
１１月２２日（木）
１１月２７日（火）
１２月１１日（火）
　１月２２日（火）
　２月１２日（火）
　３月１４日（木）

１４：００

～

１６：００

住之江区
大 正 区
旭 区
東 成 区
中 央 区
城 東 区
鶴 見 区
中 央 区
東住吉区
鶴 見 区

御 崎 北 公 園
鶴町中央公園
新森中央公園
神 路 公 園
桃 薗 公 園
東 今 福 公 園
茨田大宮中央公園
大 阪 城 公 園
長 居 公 園
花博記念公園

秋植え球根の植え付け方
秋植え球根
菊の楽しみ方
クリスマスローズの栽培管理
秋植え球根の楽しみ方
秋植え球根の楽しみ方
お正月の寄せ植えの楽しみ方
バラの栽培管理
梅の栽培管理
ハンギングバスケットの楽しみ方

日 時 行政区 場 所 講習内容

■花と緑の相談車「ひふみ号」運行日程（平成24年10月上旬以降25年３月末までの予定）

最近の分譲マンションは、四季折々を親しめるよう緑地や植
栽が工夫されています。屋上緑化や壁面緑化、ビオトープ、菜
園などエコ仕様のマンションも少しずつ増えてきました。
こうした傾向について、緑地計画学、景観デザインなどを専
門とする大阪府立大学大学院の増田昇教授は、「建物構造や
ランドプラン、共用設備、専有部の間取りや内装、住宅設備など
による差別化策が出つくした中、新しい商品価値として“屋外”
に着目し、緑の豊かさや自然との共生をうたう物件が増えてきた
のではないか」と話します。

マンションの植栽は、良好な景観や快適な住環境づくりに役
立ち、夏場には日陰を提供し、日照を調整し、地域のヒートアイラ
ンド対策にも寄与します。花や実がついたり落葉したりすること
で季節感を感じさせ、敷地内をゆるやかに外部から遮ってプラ
イバシーを守ります。
一方、問題も起きます。樹木が大きくなりすぎて採光を悪くす

る、手入れが悪いと雑然と見える、枯れたり病気になったりす
る、歩行者や自転車に踏まれて傷む、敷地の北側や建物の陰
では日照不足で育ちにくい、害虫の発生、鳥によるフン害・・い
ろいろあります。樹木は大きくなるほどメンテナンス費が高くな
り、管理コストの上昇も問題の一つです。
管理組合は、植栽管理の専門的な知識がないから、と管理
会社や造園業者などに一任してしまうケースも多く、植栽計画
の全体像はなかなか居住者には見えにくくなっています。

マンションの売り出し時のパンフレットには、よく緑にあふれた
完成予想図が書かれています。しかし、それが「竣工して何年
後の姿か」はほとんど示されていません。植栽の管理計画まで
は付与されていないことも多いのです。
植物は生きものですから、計画しても予想どおりにはいきませ

ん。他所からマンションに移植した樹木は、元の樹形に戻ろうと
する習性がありますから、最初の３年間はしっかり管理し、３年
後から８年後にかけてようやく安定してきます。

「植栽がある限り、ずっと手をかけ続けないといけないと居
住者や管理組合はもっと意識しなければ」と、増田教授は話し
ます。
最近は、多品種がデコラティブに植えられていたり、樹木が
多すぎるケースも目立ちます。竣工時に適正な密度に間引いた
りしなければ、樹木はうまく成長しません。
また、乾燥を好む植物が日陰に植えられていたり、湿潤を
好む植物がカンカン照りの場所にあったり、屋上緑化をしたの
はいいけれど、風があたって乾燥し過ぎたり・・。そんなミス
マッチを解決することも、マンションの植栽計画には重要です。

樹木にも人気・不人気があり、マンションで好まれる木もケヤ
キ、シマトネリコ、サルスベリなどいろいろです。最近はイングリッ
シュガーデンがブームですが、本来は、冷温帯のイギリスと、暖
温帯の日本（大阪）では、気温、日照、雨量など気候が異なり、
大阪の庭にイギリスの庭をそのままもってくるには無理がありま
す。建物の北側など常に日陰となる場所へは、アオキやリュウノ
ヒゲなど日当りが悪くても育つ種類を選びます。
ハーブは人気があり、比較的安価に仕入れられますが、植生

としてベストかどうかは別問題。地中海沿岸地方原産のローズ
マリー、中南米原産のランタナが街で野生化しつつありますが、
本来は日本では適さない植物です。
原則は「適地適木」。好き嫌いで判断せず、植物の特性を知

ることも大切です。

大阪はもともと上町台地をのぞいて干潟だったので地下水
位が高く、水はけが悪いため植物の成長が鈍い傾向にありま
す。極端に水はけの悪いところでは土壌中の酸素が不足し、生
育できないため、土の改良や排水設備が必要です。マンション
の植栽の基盤は、後々管理しやすいプランにしておき、散水栓
を用意すると便利です。
「植栽は土の中こそ意識して」と増田教授は話します。いわ
ば“植物の根っこ”の管理が大切で、根を深く張っていれば強
く、雨が少ない時ももちこたえます。緑地を新たにつくる時は、盛
り土をして植物が根を張る土の量を増やします。

樹木の成長には養分も必要で、適切に肥料を与えたり、必要
に応じて土壌を改良します。

最近、アメリカシロヒトリやヤスデなどの虫が異常発生したり、
ケヤキ、ムクノキ、エノキなどにムクドリが営巣し、フン害が発生
するなどの問題も生じています。
葉が茂りすぎて通風が悪い樹木には、虫が発生しやすく、鳥

も巣をつくりやすいので、適切な剪定が大切。防虫対策は春先
と幼虫が育つ梅雨の前が一般的ですが、剪定に適した時期は
樹木によって異なるので、植栽の管理委託業者と相談し、剪定
後の樹木の形状を考えて行います。
マンション内の全体の樹木の生育状況やバランスを見なが

ら、適切に剪定したり間引いたりすることで後々の管理の手間
がはぶけ、管理費も低く抑えられます。

植物好きの居住者が専門委員会やグリーンクラブを結成し、
花壇の花の植え替えや水まきをしたりするマンションもあります
が、大量の土を掘り起こしたり花を植え替えたりする作業は、数
人の住民で担うには負担が重すぎます。
草花は１年に４回から６回は植え換えた方がいいのですが、

それだけの作業を無理なく担当できるのは１人あたり10㎡程
度。植え替えなくてもいい樹木を植えておき、縁石から近く、比
較的手入れしやすい部分だけ花を植え替えていく方法が費用

や手間の点でも適当です。居住者を巻き込むのであれば、長く
続けられることを優先し、全体で美しく見えるようアイデアを出し
ながら参加しやすい方法を探りましょう。
マンションの植栽管理委託業者には、居住者向けの講習会
や材料・資材の調達、手入れの補助やアドバイス、花壇の基盤
整備などバックアップしてもらいましょう。一般的な植物の育て
方や管理については、大規模な公園にある相談コーナーや市
の循環車などで相談できます（表１）。植栽に関する居住者の
合意形成をスムーズに進めるためにも、管理組合などが日ごろ
から情報を発信しておくことも大切です。

分譲マンションでは、日々の管理に加え、長期修繕計画を立
て適切な大規模修繕をしながら、建物を維持していきます。植
栽についても、中長期管理計画を立て、それに基づいて管理し
たり見直したりすることが大切です。
昔から庭師は庭の「設計」をした後、「施工」や「永年管理」で

生計を立ててきました。つまり一体的に設計・施工・管理を行い、
庭の全体像を決めてきたのですが、多くのマンションでは設計・施
工の担当者と、管理の担当者は異なることが多いようです。
管理組合がどんな植栽にしたいか方針を決め、中長期計画

を立てる上でも、造園の専門家（造園コンサルタントや造園会
社など）に現状調査と年間維持管理計画書、見積書、必要に
応じて改善提案をしてもらいます。植栽管理を委託する会社を
複数から選ぶ際には相見積もりをとりますが、単年度の高い・
安いで判断せず、中長期で考えながらコストが適当かどうかを
考えます。
造園にかかわる専門家には、国家資格である造園技能士、
一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会に加盟してい
る造園コンサルタント業者、樹木医、一般社団法人日本造園建
設業協会に加盟している造園工事業者などがあります（表２）。
居住者や管理組合と植栽管理委託業者とが協働しながら良
好な住環境を維持し、マンション、ひいては街の価値を上げて
いくことができます。

緑の豊かさもマンション選びの基準の一つ

植栽の役割と問題点
適地適木が原則

虫や鳥の害を防ぐ

無理のない住民参加を

植栽にも中長期計画を

植栽管理はずっと続くという意識を

土と水が生育の要

特 集

マンションの
植栽計画を考える

マンションの居住者にとって、敷地内の緑地は自分の家の庭代わり。また、樹木の緑や花々は、
住人だけでなく通行人の目の保養になり、地域の美しい景観にもつながります。

快適な住環境のために、マンションの居住者や管理組合が植栽計画にどうかかわるのか考えます。
監修: 増田 昇教授（大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 緑地環境科学専攻）
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大阪ではいつ頃から
お風呂屋さんがあった
のか定かではありませ
んが、『大阪くらしの今
昔館』には、天保の初
めの頃の大坂の風呂
屋を再現した「天神湯」
と名のついた風呂屋が

あります。江戸後期の江戸と京阪の風俗を
記録した「守貞謾稿」などを参考に復元した
もので、土間から上がると高座（番台）があ
り、ここで入浴料（大人＝八文）を払い、ヌカ
袋（三文）を求める人もいたよう。脱衣場には
鍵のかかる木製の脱衣箱が並び、その奥に
桶が積まれ壁に引き札（商店の宣伝広告）
が貼られた洗い場、そして一番奥に浴槽が
あります。浴槽への入り口は独特。「石榴口と
言って、かがまないと入
れません。出入り口を
狭くすることで、熱や湯
気が外に逃げないよう
にしていました」と、同
副館長の新谷学芸員。
唐破風の屋根は禅寺などに残る浴室の様
式と同じものとか。「この頃はまだ、男女入
込、つまり男女混浴で、やがて天保の改革に

よるおふれで混浴が禁止され、洗い場や脱
衣場も徐々に男女別々になっ ていきまし
た」。おおらかな時代だったのでしょう。体を
洗った後は、湯船につかりますが、湯は腰の
高さぐらいまでしかなく「蒸し風呂と言える半
身浴」だったとか。しめくくりは上がり湯で体を
流して、さっぱり。
江戸と異なる大坂の特徴は「内風呂のあ

る家が多く、五～六町に一軒ぐらいしか風
呂屋はなかったこと、洗い場の床に耐久性
のある切り石を敷いていること（江戸は板張
り）、二階を休憩所にしなかったこと」などが
あげられるとか。
また、風呂屋は汗や疲れを流すだけでな

く、古典落語にも出てくるように、髪結床と並
ぶまちの「人寄り場所」でもありました。「大坂
では脱衣場にお茶のセットが用意されてい
て、手あぶりも置かれていました。ここでお客
は世間話をして情報交換をした。まちのコミュ
ニティスペースになっていたんです」。それ
は、今も昔も変わらないお風呂屋さんの大事
な役割と言えるのでしょう。

現代のお風呂屋さん
は「家風呂の普及で日
本じゅうで激減中、ほぼ
一日に一軒のペースで
廃業していると言われ
ています」と、『関西のレ
トロ銭湯』の著者で風
呂屋事情に詳しい松本

康治さん。「その中でも大阪府は一番たくさ
ん残っていて、850ほどあり、銭湯密度は一
番高い」とか。広いスペースにさまざまなお風
呂を揃えレジャー施設として も利用されてい

る、いわゆるスー
パー銭湯が増えた
おかげで、浴場利用
者自体は減ってはい
ないそう。「やはり多
くの日本人は広い湯
船につかりたいと
思っているんです」。
そんな中で、まちのお風呂屋さんを見直す
人も少なからずいるよう。「ここがなくなったら
憩いの場所がなくなると、近所の人が存続を
希望して補修作業を手伝って再建した風呂
屋もあります。スーパー銭湯と風呂屋はスー
パーマーケットと個人商店の関係に似てい
る。地域密着の風呂屋は、まさに裸のつきあ
いをする所。濃い関係は時代とともに廃れる
面もありますが、だから残しておきたい、という
両面があります」。松本さんは仕事帰りに毎
日、どこかの銭湯に行っているとか。「風呂屋
は真のローカリズムが残っている場所。地域
色が濃いので、初めての銭湯は緊張します。
でも、入ってみれば、出会いと発見が必ずあ
ります。だから、旅をしているような気分になり
ます。二回も行けば、顔なじみになってそれも
楽しい。地域の人にとっては社交場になり、
一人暮らしのお年寄りの安否確認や情報の
やりとりもできる場。また、風呂屋にしかない
ものとの出会いがあります」と松本さん。
若い人たちと「てくてく銭湯」という、まち歩

きの後に銭湯に入る活動も定期的に実施
し、インターネットラジオで発信も続けて、お風
呂屋さんを応援しているそう。「まちの良さを
再発見し、新発見もできるのがお風呂屋さ
ん」と松本さんは言います。
大人410円の入浴料で楽しめるまちのオ

アシス。お湯でつながる人との出会いがある
お風呂屋さんは、地域文化を見直すきっか
けにもなることでしょう。

新谷 昭夫学芸員

松本 康治さん

 

源ケ橋温泉の湯船も床も御影石

木製の脱衣箱には鍵もかかる

天保期風呂屋（復元）の石榴口

もり

ざくろ ぐち

から は ふ

さだ まん こう

しゃちほこ

自由の女神が迎える文化財の風呂屋で心もほっこり
平成10年に国の登録有形文化財になり、まちの宝とも言え
るお風呂屋さん。屋根に二体のったニューヨークの自由の女

神像がユニークで、ニューヨークと入浴をかけた洒落だそう。鯱と丸窓のステン
ドグラスなど、和洋折衷のモダンな近代建築の豪邸を思わせるたたずまいで
す。中は、金文字で浮き彫りされた男湯と女湯が分かれていて昔ながらの番
台が。脱衣場は広 と々して天井は高く、庭には石橋に灯籠もあって風趣満
点。良き時代の粋を感じさせます。昭和12年に付近の地主が建てたものを
石川県出身のお父さんが手に入れて開業したのが昭和17年。同じ年に生ま
れた中島弘さんが継いで、この御殿のようなお風呂を守ってきました。「昭和
20～30年代が銭湯の絶頂期。東京オリンピックの頃から、ガス瞬間湯沸か

し器が急速に普及して斜陽になった。生野
区は長い間、銭湯の激戦区で最盛期には
1日2000人ぐらい来ましたが、今は10分の
１に減りました。それでも、ここに愛着がある
し建物の良さを守っていきたい。下町情緒
が残る界隈で、このお風呂に郷愁を感じ、
落ち着くと言ってくれる人もたくさんいるの
で」と中島さん。浴室はシンプルで、湯船も

床も御影石を使った大阪の伝統的なスタイルに品格さえ感じさせます。この
お風呂に毎日入れるのはぜいたく。「いいお風呂でした。頑張ってください、と
言ってもらったら、やっぱりうれしい。頑張りたいと思いますね」。また、昔はダン
スホールとして使った50坪ほどの二階があり「コミュニケーションと創造的
な場を実現したい」と、中島さんは
思案中。それもやはり、こ の「源ケ
橋温泉」を守り残したいと思うか
ら。「家に風呂のある人もたくさん
来てもらえたら。たまに家族で外
食、というのと同じで、たまに家族
で銭湯、外浴してほしいですね」。

御堂筋線西田辺駅のそばにある「いりふね温泉」は、「好きや
ねん」と書かれた煙突が目印。中に入れば、ソファでくつろげる
広いロビーに少しびっくり。いわゆる番台はなく、駄菓子やソフ
トクリーム、生ビールも売る受付カウンターがあり、レンタルロッ
カーも完備。風呂道具の多い女性客がここに置いて、気軽に
来るそう。ここを切り盛りするのは、石川県出身の父親から11
年前に継いだ二代目の前川優さん。その折に全面改装し、時
代のニーズに対応したジェットバスやフィットネスバス、電気風
呂、サウナ、露天風呂など多彩なお風呂も揃えたとか。昭和35

年に父親が創業。「当時は市民の99%が銭湯に行った時代でした。今
は厳しい状況ですが、僕はやっぱり風呂屋が好きですし、やめるのは残
念で、30年近く務めた仕事を退職して継ぎました」。一人暮らしの高齢
者はお風呂をわかして掃除するのも大変で、何よりここにしゃべりに来
るそう。駅前の好立地ゆえ、手ぶらで来る若い男性客も多いとか。一方
で、幅広く来てもらおうと、長居公園が近いので、走る人にロッカーや着
替えもサポートする「銭湯ランナー」を実施。また、20年前から、近所の
幼稚園のお泊まり保育の際に「おふろ体験学習」の場にもなって「マ

ナーも覚え裸のつきあいの中で
学校で学べないことを学んでもら
える」と言います。土日は小学生
もたくさん来て、お年寄りが将棋を
指南する光景も。「ロビーでいろん
な年齢の人がしゃべっていると、つ
くづくまちの社交場だと思います。
続けたいし頑張りたいですね」。
終業後の夜中2時～4時に掃除
をし、朝6時に寝て11時に起きる
毎日。「やることは簡単だけど、
コツコツ続けるのがしんどい」。見
えない苦労を積み上げて、今日もピ
カピカのお風呂が迎えてくれます。

このエント
ツが目印

地下1500mからの
天然温泉は人の笑顔の寄合場

午後3時の開店前からお客さ
んが並ぶ「テルメ龍宮」。石川県小松市出身
で、昭和38年から港区のこの地でお風呂屋
さんを経営してきた宮下怜さんが、昭和63年
に一念発起して天然温泉掘削を開始。平成

元年、地下1500mから源泉のくみ上げに成功して天然温泉浴場
としてリニューアルオープン。広 と々した浴室にはお湯があふれ、奥
には源泉の露天風呂があり、電気風呂や水風呂、スチーム、サウ
ナなども完備して、周辺の人々だけでなく遠くからも楽しみにやって
来ます。「大阪平野は掘れば必ず出る」と確信し、泉質も温度も未
知数の冒険でしたが、地下から湧き出るナトリウム塩化物泉は五
十肩や神経痛、切り傷、慢性婦人病などに効能があるそう。脱サラ
して受け継いだ息子の宮下守人さんは、源泉を浴槽に流入させる
ことから始まる毎日で、気温や客数に応じて源泉を適温にすべく目
を光らせ、天然温泉の管理に余念がありません。「父が将来を見越
して、内風呂がある人を取り込むために他の銭湯と差別化を図っ
た天然温泉です。お客さんは、やっぱり減ってはいますが、ずっと続
けていきたい」と宮下さん。「何より、この時間に行けば、いつも気
の合う人に会えるから来る、と言う、お年寄りはそんなふうに使って
くれる。暗黙の寄合の場になってるんです」。子どもたちも遊び場の
ようにして集まるとか。「名前も知らないけど、何回か来ればおなじ
みさん。しばらく来ないと病気かなと心配します」。地域の活性化に
つながれば、とも言う宮下さん。広い休憩室もある天然温泉のお風
呂屋さんが果たせる役割はまだまだありそうです。

中島 弘さん

源ケ橋温泉（生野区林寺）

テルメ龍宮（港区港晴）
ちびっこもお年寄りも
「好きやねん」とかよう場に

いりふね温泉（阿倍野区西田辺）

宮下 守人さん

テルメ龍宮
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テ
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左右一体ずつある自由の女神像左右一体ずつある自由の女神像 庭も純日本風庭も純日本風 広々とした脱衣場広々とした脱衣場

げん が ばし

住むまち
大阪 scene 42

日常の暮らしに欠かせないお風呂。かつて、まちのほとんどの人がお風呂屋さ
んにかよった時代がありました。各家にお風呂が普及したため、その数は減少して
いますが、地域の人が毎日楽しみに通うお風呂屋さんがまちに点在していま
す。広い湯船で疲れをいやし、近所の人に会って世間話に花を咲かせる、今も
お風呂屋さんは人々の気軽で貴重な社交場になっています。

日常の暮らしに欠かせないお風呂。かつて、まちのほとんどの人がお風呂屋さ
んにかよった時代がありました。各家にお風呂が普及したため、その数は減少して

明日の元気をくれる社交場、
まちのお風呂屋さん再発見

源ケ橋温泉

ゆ
江戸期から庶民の
情報交換の場

ゆ
憩いと発見がある
地域のオアシス

4443 ANGE 2012 Autumn ANGEANGE 2012 Autumn2012 AutumnANGE 2012 Autumn



住 ま い の 基 礎 知 識 50

B社の間取り図

サ付き住宅のサービス内容表

大阪市内のサービス付き高齢者向け住宅戸数の居室面積
（2012年8月1日現在）

図

安否確認/生活相談 住　居

■入居率の伸びるサ付き住宅のサービス内容

●高齢者生活支援サービス

安否確認/生活相談 住　居

医療サービス 介護サービス

●上記以外のサービス

食事提供 清掃、洗濯など
生活支援

967戸

291戸

516戸

52戸

■18～20㎡

■20～25㎡

■25～30㎡

■30㎡以上

洗面台 ミニキッチン

トイレ 浴室

洗濯機置き場

合計
1826戸

■サ付き住宅の必須サービス内容

2回連続企画

「サービス付き高齢者向け住宅」
第2回

社団法人コミュニティネットワーク協会 高齢者住宅情報センター大阪センター長

 米沢 なな子
（次回予告「土地の境界について」）

現状と具体例　

大阪市内の状況を調べてみると、現在登録されている物件の

部屋の広さは約9割が18～30㎡のワンルームです。室内の設備

としてはトイレ、洗面のみが多いのですが、大阪府内で40件以上

も供給しているA社は18㎡でも収納やミニキッチンを備えているの

が特徴です。要介護認定者を対象としており、介護サービスは立

地に応じて専門の事業者が提供しています。家賃を５万円前後に

設定し、管理費や食費を含めた月額費用を低めの10万円～13

万円くらいにおさえています。介護費用を含めても年金の範囲内

で賄える設定で、特別養護老人ホームの待機中や病院を退院し

たものの自宅に戻すのが不安な家族にとっては利用しやすいで

しょう。

サ付き住宅の登録が始まる前から高齢者専用賃貸住宅を開設

してきたB社は現在、サ付き住宅として全国で36件、年内に19件が

新規開設となります。同社のサ付き住宅は約25㎡のワンルームでト

イレ、洗面だけでなくミニキッチン、浴室、洗濯パン、収納などが備えら

れています（右図参照）。

建物内にケアプランセンターや訪問介護事業所を設け、自立から

要介護５の方まで入居可能です。同社は「住まいとケアの分離」を

理念としており、そのための外部サービスの充実を図っています。自

由に利用できる食堂や重度の介護状態になった時のための機械

浴も設置され、最期まで住み続けられます。

前回、サ付き住宅のサービス内容にバラツキがあることを説明しま

したが、別表のようにサ付き住宅に課せられたサービスは安否確認

と生活相談だけです。しかし、このサービスだけを提供しているサ付き

住宅は入居率が伸びません。高齢者および家族のニーズには応え

られていないからです。下表の点線内の包括的なサービスが必要と

されていることに気づいていない事業者は今後も苦戦するでしょう。

家賃方式が多いサ付き住宅は自立した60代、70代の高齢者に

も関心が高いのですが、「部屋が狭い」「介護施設みたい」という声が

多く、現実的な住み替えの対象とはなっていません。団塊の世代が

後期高齢者になる10年後、早めに住み替えたいと思うサ付き住宅

が数多く供給され、選択肢が広がっていることを願ってやみません。

●全体の9割は30㎡未満の
　ワンルーム

●最期まで住める
　仕組みが必要

現状と具体例

「サービス付き高齢者向け住宅」

ビスは安否確認

供しているサ付き

高齢者住宅業界でも注目のサービス付き高齢者向け住宅（以下〈サ付き住宅〉）の登録件数は1919件。
戸数にして6万1452戸とハイペースで増えており、年内に8～10万戸になりそうな勢いです。登録件数のベストスリーは
①大阪府136件②北海道119件③東京都100件となっており、神奈川、埼玉、愛知、兵庫などが続きます（2012年８月３日現在）。
では具体的にはどのようなサ付き住宅が増えているのでしょうか。

●全体の9割は30㎡未満のワンルーム

●最期まで住める仕組みが必要

重
要
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財 
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図　　「高台寺時雨亭建地割」（起こし絵図）

　　「居間西側重棚之図」（伏見奉行屋敷小座敷）

くらしの
今昔館

大阪

年、当館に中井正知氏より寄託され
ている中井家資料のうち、5,195点が

「大工頭中井家関係資料」として国の重要
文化財に指定されました。このなかには、
起こし絵図とその関連資料約150点が含ま
れています。起こし絵図というのは、江戸時
代に多く制作された立体的な図面で、台紙
に平面図を描き、その上に立面図や内部の
展開図を描いた厚手の紙を張り合わせたも
のです。通常は折り畳んでおき、見るときには
壁面を起こして模型のように組み立てます。
茶室をはじめ数寄屋建築のものが多く残さ
れており、これまでにも松平家旧蔵本や三井
家旧蔵本などが知られています。
中井家に伝来する起こし絵図は京都の
数寄屋建築が中心で、江戸時代中期から
後期にかけて制作されています。このうち最
古の年紀を有するのは大徳寺塔頭高林庵
茶室の起こし絵図で、元禄16年（1703）に
制作されたことが裏書からわかります。
では、なぜ中井家に起こし絵図が伝えられ

てきたのでしょうか。妙心寺塔頭霊雲院小座
敷の起こし絵図は、宝永7年（1710）に新井
白石が上京した折に制作され、中井役所の
棟梁が京都所司代のもとへ持参していたこ
とが、表題の添え書きや外袋の書き込みから
判明します。大報恩寺境内にあった方丈養
命坊小座敷の起こし絵図も、白石の依頼に
より宝永8年に中井家が制作したものです。
伏見奉行屋敷小座敷の起こし絵図には、
棚・欄間透かし・持ち送り・釘隠・引手金物な
どを描いた詳細図が合わせて伝えられてお

り、これらは老中水野忠
之が依頼して享保3年
（1718）に制作されたこ
とが、貼紙の書き込み
からわかります。中井家
は各方面からの求めに
応じて起こし絵図を制
作し、その現物の一部
あるいは控えが残され
てきたのです。
中井家にはさらに、
起こし絵図の下絵も

伝えられています。霊雲院小座敷下絵
は、書院の平面及び展開、さらに襖引手・
釘隠・折釘など金物の詳細を描いたもの
で、起こし絵図制作のために実測した際
の野帳ではないかと考えられます。また京
都東山馬町の小堀豊之助抱屋敷に建っ
ていた松葉亭の下絵は、詳細な平面及び
展開の野帳を書き直したもの、あるいは展
開図を浄書したもので、起こし絵図の制
作過程で描かれたものと見られます。実
測に基づき起こし絵図が制作されていた
ことが知られます。
中井家に伝来する起こし絵図には現存

しない建物が含まれるだけでなく、現存す
る場合でも改修・改築前の古い姿を伝えて
おり、さらに起こし絵図の制作過程につい
ても明らかとなるなど、その資料的価値はき
わめて高いといえます。当館では平成25年
３月に、これらの起こし絵図を紹介する展
覧会を予定しています。貴重な起こし絵図
をまとまって見ることができるこの機会に、多
くの方のご来場をお待ちしています。
（大阪くらしの今昔館 学芸員 新谷 昭夫）
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写真１ 町家衆から餅つきの手ほどきを受ける真１ 町家衆から餅つきの手ほどきを受ける

写真2 昔の玩具の遊び方を子どもに教える

写真3 町家の座敷でひな飾りを体験写真3 町家の座敷でひな飾りを体験

写真4 肝だめしでお化けに仮装 写真6 町家のしつらいを子どもたち解説

写真5 町家の煤払いで、町家衆から掃除の手ほどきを受ける

平成18年に、今昔館と共同で全国の歴史博物館のうち

約100館を対象にアンケ－ト調査を行ったところ、歴史博物

館の利用者は子ども（学校の団体見学を含む）と高齢者

が多い一方で、若者、とくに大学生の利用者が非常に少

ないことがわかりました。また、多くの博物館で多数のボラ

ンティアが活躍していますが、その大部分はシニア層で、

大学生の参加はほとんどありません。こうした傾向は、今

昔館も同様です。

そこで、大学生に今昔館で活動してもらうための仕組みづ

くりを検討するために、「花王・コミュニティミュ－ジアムプログ

ラム2010」の活動助成を受けて、『歴史系博物館で活躍して

ほしい大学生の組織づくりプロジェクト』に今昔館と共同で取

り組みました。

このプロジェクトでは、大学生に今昔館の様々な行事

で、既存のボランティア組織（町家衆）と一緒に活動しても

らい、その評価を報告してもらうことで、今昔館と大学生の

協働のあり方を探ろうとしました。大阪教育大学と大阪市

立大学の学生によびかけ、12名の学生（留学生1名を含

む）が集まりました。学生たちは、2010年12月～2011年9月

まで、10ヶ月に渡って、餅つき、正月遊び、ひな祭り、すす払

いなど、町家の風物詩行事に参加しました。各行事では、

町家衆のメンバ－から大学生に、臼や杵の使い方、雛人

形の飾り方、畳の拭き方などを指導していただき、学生が

日常生活では体験できない生活の知恵や工夫を教えても

らいました。教わった大学生が、今度は来館した子どもた

ちなどに指導することで、住まいと暮らしの文化を次世代

につなぐ学習支援活動を目指しました。

大学生が最初に参加したのは、年末の餅つきです。町家

衆の手ほどき受けて、餅つきにチャレンジしましたが、杵を臼

の端にぶつけて大苦戦でした（写真１）。

お正月には、「今昔館に初詣」に参加し、訪れた子どもたち

と福笑いやカルタ取りをしたり、だるま落としやからくりで遊び

ました（写真２）。2月末には、町家の座敷に、ひな壇の飾り付

けを行い、ひし餅づくりもしました（写真３）。

8月には「今昔館の肝だめし」に参加しました。裏長屋に現

れた白い襦袢姿のお化けは、学生たちです。学生たちはお

化けのメ－キャップや演出を工夫し、三日間、朝10時から夕方

５時までの大熱演でした（写真４）。

9月に実施した「子ども大工体験」は、子どもたちに今昔館

の町家の建物や木材の性質などを学んでもらったあと、鋸や

鉋がけと木組みのパズルづくりを体験してもらうものです。こ

の講座では、学生活動の仕上げとして、学生により主体的に

活動してもらいました。学生たちがプログラムの企画段階か

ら入り、子どもたちへの町家の解説（写真6）や大工体験の

指導を行いました。

10ヶ月間の活動終了後、学生たちに活動を振り返って、自

己評価してもらいました。

「町家衆の方はそれぞれ得意分野をお持ちで、様々な

ボランティアさんとお話しすることで、普段教えていただけな

いようなこと（洋裁や木工技術）を教えていただけました」

「学生は同じ世代の中で学び、活動を行うことがほとんど

です。この活動は他大学の学生や自分とは違う世代をはじ

め、様 な々来館者と交流する機会を与えてくれました。多くの

人 と々交流することで、自身の考え方とは違う価値観や視点

と携わることができました」など、異世代との交流は、大学生

にとって学ぶところが多かったようです。

一方で、「学生がお客様として受け入れてもらう扱いでは

なく、学生と町家衆、そして今昔館のみなさんが共に今昔館

をつくっていくようなそんな活動の場にしていくことが大切な

のではないでしょうか」など、学生を協働の主体として扱って

ほしいとの声がありました。また、「若い世代のボランティアが

少ないので、その点が学生にはとっつきにくい要因の一つ

だといえる。まずは博物館での活動を知ってもらいたい」と、

今昔館での活動の魅力を大学生へ発信する必要性があげ

られました。

このプロジェクトに参加した学生たちの声を活かして、

町家衆のみなさんとも協調しながら、今昔館と大学生との

協働の場をどう恒常的につくっていくかが試されています。

（大阪教育大学・教授 碓田 智子）

歴史系博物館で活躍してほしい
大学生の組織づくりプロジェクト
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写真

り組みました。

このプロジェクトでは、大学生に今昔館の様々な行事事

で 既存のボランティア組織（町家衆）と一緒に活動してても

住まいと暮らしの文化を次世代につなぐ
学習支援活動を目指して

平成18年に、今昔館と共同で全国の歴史博物館のうち

約100館を対象にアンケ－ト調査を行ったところ 歴史博物

日常

らい

ちな

につ

今昔館で活躍してほしい
大学生の組織づくりの試み

物

者

少

ボラ

で、

今

につなぐ学習支援活動を目指しました。

大学生が最初に参加したのは、年末の餅つきです。町家

衆の手ほどき受けて 餅つきにチャレンジしましたが 杵を臼

物 につ

10ヶ月間の大学生の活動

指導を行いました。

10ヶ月間の活動終了後、学生たちに活動を振り返って、自

己評価してもらいました。

だと

今昔

られ

こ

町家

協働

今昔館と大学生の協働にむけて

87 ANGE 2012 Autumn ANGE 2012 Autumn



〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20（住まい情報センター8階受付）　　 06‐6242‐1170　　   06‐6354‐8601　　   http://konjyakukan.com/

開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）

休 館 日

火曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、
第3月曜日（祝日、振替休日の場合はその週の水曜日）、年末年始

入 館 料

一　般 600円／団体 500円（20人以上）
高・大生 300円／団体 200円（20人以上）
※中学生以下、障害者手帳を持参の方、市内在住の65歳以上無料（要証明書提示）
※企画展示の観覧料は別途必要です

交通機関
●地下鉄谷町線・堺筋線、阪急電鉄「天神橋筋六丁目」駅3号出口より直結
●JR大阪環状線「天満」駅から北へ徒歩7分

TEL FAX URL

10月～12月の
休館日

10／2、9、15、16、23、30　11／6、13、19、20、27　
12／4、11、17、18、25～1／2

9階 なにわ町家の歳時記
江戸時代の大坂の町並みを実物大で再現。
大通りには、風呂屋や本屋、薬屋などが並び、
ひときわ高い火の見櫓も。路地を抜けると裏長
屋の庶民の生活をかいま見ることもできます。

8階 モダン大阪
パノラマ遊覧

近代大阪の代表的な
住まいと暮らしを模型
や資料で再現。

10月20日（土）
出演: 桂 出丸「佐々木裁き」 
 笑福亭 遊喬「へっつい幽霊」

11月10日（土）
出演: 桂 出丸 他

12月8日（土）
出演: らくてん会

●時 間: 13：30～15：30
●茶菓代: 300円
　（8階ミュージアムショップにてお茶券を販売）

●定 員: 50名（先着順）
●協 力: 大阪市役所茶道部

●時 間: 14：00～15：00
●出 演: 澤 千左子、邦楽琴座 飛天

琴の演奏会  10月7日（日） 

充実した常設展示や楽しいイベントまで、
盛りだくさんな内容でお楽しみください。
※常設展の観覧料が必要です。予告なく変更することがあります。
事前にお確かめください。

※定員があるイベントは8階受付で整理券を発行します。
※関西文化の日 11月17日（土）・18日（日）
　今昔館の入館料が無料になります。

●入館料（常設展）が必要です。費用の記述のないものは参加
無料です。

●茶菓代・材料費は、当日お支払いください。
●日時等、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承
ください。

町家でお茶会
10月21日（日）、11月11日（日）

町の解説
10月7日（日）、21日（日）
11月4日（日）、18日（日）
12月2日（日）、16日（日）

江戸時代へタイムスリップ! 大坂の町家で落語を聞いてみ
ませんか。
●時 間: 14：00～15：00

●イベント

第七回子ども落語大会の入賞者が天満天神繁昌亭の
大舞台に立ちます。
●時 間: 10：00～12：00
●開催場所: 天満天神繁昌亭
 （大阪市北区天神橋2-1-34  TEL：06-6352-4874）
●入場料: 無料

町家寄席―落語

鶴のつなぎ折り  11月18日（日）
●時 間: 14：00～16：00頃

折り紙を折ろう  10月20日（土）
●時 間: ①13：30～
 ②14：30～　
●材料費: 100円
●定 員: 各20名（先着順）

折り紙で遊ぼう!

●ワークショップ

ご
案
内

桂 出丸

笑福亭 遊喬

子ども落語大会 入賞者大会
（於：天満天神繁昌亭）
10月14日（日） 

●時 間: 14：00～14：30

■商家の賑わい
●襖の展示
　 平成24年 10月27日（土）～11月4日（日）
●誓文払い
　 平成24年11月23日（金･祝）～12月2日（日）

●常 設 展

誓文払い

11月3日（土･祝）
「上方唄と琴の演奏会」
出演: 松浪 千壽

11月25日（日）
「狂言」
出演: 増田 浩紀 他  

町家で楽しむ上方の古典芸能
上方の地で育まれ、親しまれてきた古典芸能。磨かれた至
芸の技をご覧いただきます。
●時 間: 14：00～15：00
●主 催: 大阪くらしの今昔館
 大阪市文化振興事業実行委員会

絵本で楽しい時間  
10月7日（日）
11月4日（日）
12月2日（日）

●時 間: 13：00～16：00

●時 間: 14：00～16：00頃

おじゃみ（お手玉）を作ってみよう  
10月14日（日）
11月11日（日）
12月9日（日）

●時 間: ①13：30～
 ②14：30～
●対 象: 中学生以下、
 各20名（先着順）　

こりゃまためでたい！ 町家のもちつき　
12月16日（日）

●時 間: 14：30～15：00

今昔語り  
10月21日（日）
11月11日（日）

南京玉すだれ  
10月14日（日）、21日（日）、28日（日）
11月11日（日）、18日（日）、25日（日）
12月9日（日）、23日（日）

●時 間: 14：30～15：00

紙しばい
日曜随時開催予定 

ホール・研修室・企画展示室
大阪市立住まい情報センター TEL 06-6242-1160

イベントのお申し込み・お問い合わせは

※10月～12月の休館日は本誌裏面をご参照下さい。

〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20
住まい情報センター4F 住情報プラザ
　　06-6242-1160　　   06-6354-8601
　　http://www.sumai.city.osaka.jp/
■開館時間 平日・土曜 9:00～19:00／日曜・祝日 10:00～17:00
■休 館 日 火曜日（祝日の場合は翌日）、
 祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）
 年末年始（12月29日～1月3日）

TEL

URL

FAX

ホール・研修室・企画展示室の貸し出しをしています

住まいに関するさまざまな催しを開催している住
まい情報センターのホールや研修室、そして
大阪くらしの今昔館企画展示室。市民の方々
にも広くご利用いただけます。 3階ホール

企画展示室

■お問い合わせ・ご予約

1 主催イベント、     タイアップイベントの
参加申し込み方法

2

●下記ホームページから参加申し込みができます。

●携帯電話からも参加申し込みができます。
●ホームページ・携帯電話での申し込み
は開催日の約2ヵ月前からになります。

●ハガキまたはファックスでも参加申し込
みができます。記入事項を明記し、下記の住所、
ファックス番号へお申し込みください。

●応募者多数の場合は抽選となります。
●お申し込みにあたっていただいた個人情報は、参加
証の発送に利用するとともに、主催者（大阪市立住
まい情報センター、共催団体）が保管し、利用状況統
計基礎データおよび今後のイベントのお知らせ等に
利用させていただく場合があります。

記入事項: イベント名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
参加希望日、電話番号、手話希望の有無、
個別相談希望の有無

住まい・まちづくり・ネット

▲ http://www.sumai-machi-net.com/

住まい情報センター
主催イベント1

「マンション管理の基礎知識 基礎講座＆相談会」
■大阪市マンション管理支援機構セミナー

「基礎講座」
11月3日（土・祝） 、10日（土） 、23日（金・祝）
13:30～16:30
●会 場: ３階ホール
●定 員: １００名（先着順）

「相談会」
10月28日（日） 
13:00～16:00
●会 場: ４階 住情報プラザ　
●定 員: １２組（法律６組、管理一般３組、技術３組）
●申込締切: １０月１７日（水）
●主 催: 大阪市マンション管理支援機構（TEL：０６-４８０１-８２３２）

「マンション大規模修繕を体験する」
～映像による見学会～

■タイアップイベント

●日 時: 10月27日（土）   13：30～17：10
●会 場: ３階ホール
●講 師: 松山 功（一級建築士）、藤井 英司（設備設計担当）
 田村 哲夫（一級建築士・マンション管理士）
●定 員: 講演 120名　相談会 30組16：20～17：10
●申込締切: 10月13日（土）
●団 体: NPO法人 集合住宅改善センター

「こどもたちと創る“あかりのある”空間」
■タイアップイベント

●日 時: 12月22日（土）   10：30～16：30
●会 場: ３階ホール
●講 師: （社）日本商環境設計家協会会員
●定 員: こども40名
 （小学生、保護者同伴）
●申込締切: 12月8日（土）
●団 体: （社）日本商環境
 設計家協会（JCD）

「集合住宅団地の再生って？」（仮称）
～海外等の事例紹介と日本の展望～

■タイアップイベント

「企画展」
●日 時: 11月8日（木）～12日（月）   10：00～17：00
●会 場: 8階企画展示室
 （入館は16：30まで。最終日は10：00～15：00まで）　

「セミナー（企画展関連講演会）」
●日 時: 11月17日（土）   14：00～17：00
●会 場: ３階ホール
●講 師: 未定　●定 員: 100名（先着順）
●団 体: 関西大学 戦略基盤・団地再編プロジェクト

「正しく知りましょう！ 
省エネ住宅が健康に繋がる学術的な理由」

■タイアップイベント

●日 時: 12月2日（日）   14：00～16：00
●会 場: ３階ホール
●講 師: 岩前 篤（近畿大学建築学部教授）
●定 員:100名
●申込締切: 11月18日（日）
●団 体: 大阪エコリフォーム
 普及促進地域協議会

～女性建築士からのメッセージ～
「まちがいだらけの住まいづくり」

■タイアップイベント

●日 時: 12月8日（土）   13：30～16：30
●会 場: ３階ホール
●講 師: （社）大阪府建築士会女性分科会
●定 員: 講演 100名
 個別相談 10組程度（1組/30分間）16：00～16：30
●申込締切: 11月24日（土）
●団 体: （社）大阪府建築士会事業委員会女性分科会

■タイアップイベント

シンポジウム・パネル展
「落語で学ぶなにわの名所ー都市観光の愉しみー」
●日 時: 12月15日（土）   13：30～16：00
●会 場: ３階ホール
●講 師: 谷 直樹（大阪市立住まいのミュージアム館長・大阪市立大学大学院教授）
　　　　橋爪 節也（大阪大学総合博物館館長・大阪大学教授）
●定 員: 200名　●申込締切: 12月1日（土）
●団 体: 摂南大学外国語学部 国際文化教室

住まい情報センターが主催するセミナー・イベント
です。

住まい情報センター
タイアップイベント2

住まい情報センターと住まい・まちづくりの専門家
団体等が共催するセミナー・イベントです。

その他
住まい関連イベント3

申込方法は各主催者へお尋ねください。

下記の申込先へお申し込みください（特
記以外参加費は無料、応募者多数の場
合は抽選）

①10月  7日（日） 「大正期の長屋～大阪の田園都市をめざして～」
②11月11日（日） 「大正時代っておもしろい～西洋的モダン生活～」
③12月16日（日） 「住宅改造博覧～住宅近代化への試み～」
●時 間: 14:00～15:30　●会 場: ３階ホール
●講 師: ①和田 康由（大阪市立都島第二工業高等学校教諭）
 ②明珍 健二（花園大学教授）
 ③吉田 高子（元近畿大学理工学部教授）
●定 員: 各100名（先着順）

「縁chanté・歴史あるレトロなまちと人をつなぐ」
～すみよしからはじめまして・出会いの街道まちあるき～

■まち歩き

ー大阪ー 大正ロマン
■住まいの大阪学

●日 時: 10月21日（日）   13：30～17：00
●場 所: 住吉大社とその周辺地区
●定 員: 30名　●申込締切: 10月7日（日）
●参加費: 2,０００円（一人につき）

“学ぼうさい”地域が助かる地域で助ける
「頑張らない! 台所からの減災術」

■住むまち大阪STYLEシンポジウム2012

●日 時: 11月25日（日）   13：30～16：30
●会 場: ３階ホール
●講 師: 坂本 廣子（相愛大学客員教授）
 永田 宏和（NPO法人 プラス・アーツ理事長）
●定 員: 100名　●申込締切: 11月11日（日）

「家づくりシミュレーション」
～建築士と考える地震に強く快適な木造住宅の間取りづくり～

■住まいのなるほどセミナー

●日 時: ①11月10日（土）   ②12月16日（日）
 13：30～16：00
●会 場: 5階研修室
●講 師: 大阪府建築士会
●定 員: 36名
●申込締切: ①10月27日（土）
 ②12月2日（日） ※2回連続講座申込者優先

「住まいの税金」～住まいにかかる税金を知ろう～
■住まいのなるほどセミナー

●日 時: 平成25年1月19日（土）   13：30～15：30
●会 場: ３階ホール
●講 師: 小寺 新一（近畿税理士会会員）
●定 員: 100名　●申込締切: 平成25年１月5日（土）
●個別相談会: 定員４組（１組/３０分間）

3回連続講座

2回連続講座

en

まな

「室内に木を取り入れる―マンションにもいかせる工夫―」
～木と和紙でできた灯りを一緒につくりましょう～

■タイアップ＋plusイベント

●日 時: 11月18日（日）   13：30～16：00
●会 場: ３階ホール
●講 師: NPO法人 もく（木）の会メンバー
●定 員: 40名
●申込締切: 11月4日（日）
●団 体: NPO法人 もく（木）の会
●参加費: 1,200円（一人につき）
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条
件

身体障がい者
手帳

精神障がい者
保健福祉手帳

療育手帳
(認定カード含む) 戦傷病者手帳住宅の種類

単身用
世帯用（注）

特別設計住宅
ケア付住宅（※）（注）

上記のとおり
居住者が居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること。

１級～４級
１～３級
１・２級

Ａ，Ｂ１，Ｂ２
Ａ，Ｂ１

恩給法別表の特別項
症～第６項症、又は
第１款症

認
定
基
準

 公的賃貸住宅を借りたい方へ
市営住宅テレホンサービス（テープ） TEL 6945-0031

市営住宅（公営住宅）
住宅に困っておられる所得の低い方々向けの賃貸住宅です。
●定期募集
 募集時期 7月募集： 平成24年7月5日（木）～7月19日（木）［終了］
  2月募集： 平成25年2月6日（水）～2月20日（水）
 居住条件 現に大阪市内に居住している方（一部、市内勤務の方も申し込み可能）
 収入条件 一般世帯 158,000円以下
 （月額所得額） 高齢者・障がい者世帯等　214,000円以下
※新婚・子育て・単身者・一般世帯等、ご家族の状況等により、申込資格が設定されています。
●随時募集
定期募集等において、応募者が募集戸数に満たなかった住宅等について、先着
順で随時受付を行っている住宅があります。申込資格は、現に大阪市内に居住
している方で、収入条件は上記と同様です。

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

中堅層向け住宅
公営住宅の収入基準を超えている方など、中堅層向けの賃貸住宅です。
●大阪市が管理している住宅
市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・
市営再開発住宅（地域リロケーション住宅）

 収入条件（月額所得額）  158,000円以上（※123,000円）～487,000円以下
※50歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7012　FAX 6882-7021
●大阪市住まい公社が管理している住宅
○公社一般賃貸住宅

 収入条件（月額所得額）  158,000円以上（※123,000円）
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合
○公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐ（公社管理）

 収入条件（月額所得額）  200,000円以上（※123,000円）～601,000円以下
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-9000　FAX 6882-7021
●民間指定法人が管理している住宅
○民間すまいりんぐ（指定法人管理）

 収入条件（月額所得額）  200,000円以上（※123,000円）～601,000円以下
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 民間住宅課
 TEL 6882-7055　FAX 6882-7011
いずれも大阪市外にお住まいの方も申し込めます（空家は先着順随時募集）。
〈大阪市住まい公社ホームページ〉 http://www.osaka-jk.or.jp/  
〈おおさか・あんじゅ・ネット〉 http://www.sumai.city.osaka.jp/
でも空家検索ができます（一部の住宅を除きます）。
※「すまいりんぐ」は特定優良賃貸住宅制度を適用した住戸です。

その他の公的住宅
●府営住宅
詳細は下記までお問い合わせください。

　大阪市内の物件の 天満橋管理センター（（株）東急コミュニティー） 
　お問い合わせ TEL 6941-1097
●大阪府住宅供給公社賃貸住宅
ホームページ…http://www.osaka-kousha.or.jp/
一般賃貸住宅…空家（窓口・インターネット）先着順受付
高齢者向け優良賃貸住宅…空家（窓口・電話・インターネット）先着順受付

 お問い合わせ 大阪府住宅供給公社 企画・募集審査グループ 
 TEL 6203-5454
特優賃住宅…空家（窓口・インターネット）先着順受付

 お問い合わせ 大阪府住宅供給公社 特優賃住宅募集グループ  
 TEL 6203-5956
●都市再生機構賃貸住宅
窓口･インターネットにて先着順受付中（ホームページ…http://www.ur-net.go.jp/kansai）
高齢者向け優良賃貸住宅…空家状況により変更になりますのでお問い合わ

せください。
 お問い合わせ 都市再生機構募集販売センター　TEL 6346-3456（代表）

平成24年10月現在のものです。

住まいのガイド
借りる・買う・建てる・建て替える大

阪
市 新婚・子育て世帯の方へ

市営住宅別枠募集
新婚世帯及び子育て世帯（小学校修了前の子どものいる世帯）に対して、
市営住宅の別枠募集を行っています。
募集時期: 市営住宅（公営住宅）の定期募集、親子近居住宅と同期間。

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

大阪市子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度
民間金融機関や住宅金融支援機構の融資を受けて初めてマイホームを
取得する子育て世帯を対象に、利子補給を行います。なお、予算の範囲内
で先着順で受付します。

1. 年間所得が1,200万円以下、自らが居住する住宅を初めて取
得する、申込日時点で小学校6年生以下の子どもがいる方（同
一世帯において、過去に大阪市民間分譲マンション購入融資
利子補給金の交付を受けた方は申し込みできません）

2. 住宅取得にかかる契約（売買・譲渡・請負）の締結日から１年を
経過していない方又は1年を経過していても返済が開始され
ていない方（第1回目の約定返済日までに申し込みを行った
方。ただし、第1回目の約定返済日が融資実行日から1ヶ月に
満たない場合は第2回目の約定返済日までに申し込みを行った
方）（平成24年12月28日までは一部経過措置あり）

3. フラット35、又は銀行等（大阪市と協定を締結する金融機関）
の住宅ローンで、返済期間が10年以上かつ返済開始から当
初5年間の融資利率が年1.0%を超えているもので融資条件
が変わらないもの（当初5年間のうちに変動金利になるもの
は対象外）

4. 床面積（マンションの場合は専有面積）が30m2以上で、完了
検査済証の交付されている民間住宅（都市再生機構等の公的
団体が分譲後、中古住宅として流通するものは含みます）

 利子補給額 
利子補給対象融資額のうち、償還元金残高（2,000万円を超え
る場合は、2,000万円とします）に対して、年0.5％以内（融資
利率から1%を減じた率で上限0.5%）の金額

 利子補給期間 返済が開始された日から60ヵ月以内（すでに返済が開始されて  いる場合は、申込日までの返済分は利子補給の対象としません）

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 民間住宅課
 TEL 6882-7050　FAX 6882-7011

大阪市子育て安心マンション認定制度
子育てに配慮した民間の新築マンションを「子育て安心マンション」とし
て認定する制度です。認定を受けたマンション情報を「大阪市ホームペー
ジ」などで提供しています。

室内の工夫： 扉での事故防止対策、シックハウス対策、バリアフリー化など
共用部の工夫： キッズルームや児童遊園の設置、廊下のバリアフリー化など
子育て支援： 子育てサークルづくり、交流会開催など

 お問い合わせ 大阪市都市整備局 まちづくり事業企画グループ
 TEL 6208-9221　FAX 6202-7064

認定を受けたマンションを購入し、りそな銀行の住宅ローンを申し込まれ
た場合、物件により金利が引き下げられます（防災力強化マンションとも）。
 お問い合わせ りそな銀行ローン営業部 北浜ローンプラザ
 TEL 6222-3714

子育て支援等公社ストック活用制度
子育て世帯等の市内居住を促進するため、大阪市住まい公社が管理する「民
間すまいりんぐ（特優賃）」の一部空家について、所得に応じて契約家賃より
引き下げられた一定の入居者負担額で入居することができる制度です。

子 育 て 世 帯 …現に同居し又は同居しようとする小学校6年生以下の子
 どもを含む親子・夫婦を中心とした世帯
収入超過者世帯…大阪市営住宅に居住する世帯のうち公営住宅法に規定
 する収入超過者世帯（単身者及び高額所得者は除く）。
ほかに収入条件などがあります。

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-9000　FAX 6882-7021　

高齢者・障がい者・ひとり親（母子･父子）家庭の方へ
市営住宅別枠募集

市営住宅の申込資格があり、市内にお住まいの方が対象です。
※ケア付住宅については、家賃や共益費以外に費用負担がかかる場合があります。
募集時期： 毎年5月上旬の予定
●高齢者住宅・高齢者特別設計住宅　60歳以上の方が、次の親族と同居する世帯。
・配偶者、18歳未満の児童、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、
療育手帳（認定カードを含む）のいずれかの手帳の所持者及び同程度の障が
いのある方又は戦傷病者手帳の所持者、60歳以上の方。

●高齢者ケア付住宅（※）
　単身…60歳以上で、独立して日常生活が営める方。
　世帯…60歳以上で、独立して日常生活が営める夫婦のみの世帯、または、60
　　　　歳以上の親族からなる2名以上の世帯。
 お問い合わせ 大阪市福祉局 高齢福祉課
 TEL 6208-8052　FAX 6202-6964
●障がい者住宅　申込者または同居する親族に障がい者がいる２人以上の世帯
●障がい者ケア付住宅（※）　次の表のいずれかの手帳を所持する方で、居住者
が居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること。

　

●車いす常用者向け　身体障がい者手帳（１級または２級）を所持する重度の障がい
者で、車いすを常用する方を含む２名以上の親族で構成する世帯であること。（注）

（注）ケア付住宅については、障がい者、配偶者、60歳以上の方、60歳以上の
方を含む夫婦のいずれかであることを満たす親族であることが条件と
なります。

 お問い合わせ 大阪市福祉局 障害福祉課
 TEL 6208-8081　FAX 6202-6962
●ひとり親住宅　配偶者のない方とその子ども（扶養している20歳未満の
児童が含まれること）のみで構成する世帯。

 お問い合わせ 大阪市こども青少年局 こども家庭課
 TEL 6208-8035　FAX 6202-6963
●親子近居住宅　親世帯（60歳以上）と子世帯で、同一区内での生活を希望する方。
　募集時期： 平成24年11月5日（月）～11月12日（月）
 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

その他、貸付・助成制度
●高齢者住宅改修費助成制度　
介護保険制度の居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を受ける方が属する
世帯、及び、二次予防事業対象者（介護保険制度の要介護認定で非該当（自立）
と認定された方）が属する世帯で、生活支援・介護予防の観点から真に住宅改
修が必要と認められる世帯の住宅改修費用の一部を助成します。所得制限が
あります。なお、必ず事前に申請が必要です。
●重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業　
在宅の重度の身体・知的障がい者の方が、日常生活上の障がいの除去または
軽減に直接効果のある改修工事を行うとき、工事費用の一部を給付します。
所得制限があります（ただし、介護保険制度が適用される方は本制度の対象
となりません）。なお、必ず事前に申請が必要です。

 お問い合わせ 各区 保健福祉センター 保健福祉課

建替え、耐震診断・改修をしたい
民間老朽住宅建替支援事業〈タテカエ・サポーティング21〉

古いアパートや長屋など（昭和56年以前の建築物、ただし鉄筋コンク
リート造は築後32年以上）を補助要件を満たす共同住宅に建替える場
合、建設費の補助や融資のあっせんなどの支援を行います。
●建替専門家相談（弁護士・建築士）各 月1回　予約制
●ハウジングアドバイザーの派遣（共同建替・協調建替）
●建替建設費補助制度…共同住宅に建替える際の費用の一部を補助。
●従前居住者家賃補助制度…補助を受けて建替える住宅の従前居住者に家
賃の一部を補助。補助期間は、一般世帯は3年以内、高齢者世帯等は5年以内。
●賃貸住宅建設資金融資制度…補助を受けて賃貸共同住宅を建設する場合、
建設資金の融資（25年間、ただし店舗等は10年間）をあっせん。
●狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度（｢特に優先的な取り組みが必要な
密集住宅市街地(約1,300ha)（以下、「優先地区」という）｣のみ）
優先地区において、幅員4m未満の狭あい道路に面する昭和25年以前に建て
られた木造住宅等を除却する場合、除却に要する費用の一部を補助（除却後
の用途は問いません）。

優先地区等では、補助要件の緩和、補助及び融資内容の優遇等があります。

大阪市耐震診断・改修補助事業
一定の要件を満たす民間戸建住宅等の所有者に対して、耐震診断・耐震改修に
要する費用の一部を補助します。また、建築関係団体等と連携して設立した大
阪市耐震改修支援機構から実績のある耐震事業者の紹介を行います。
●らくらく耐震診断（耐震診断費補助…耐震診断に要する費用の9/10以内
（限度額：4万5千円／戸、18万円／棟）を補助。耐震診断と耐震改修設計（工
事費見積を含む。以下同じ。）をセットにした「パッケージ耐震診断」は、前段
の耐震診断費補助に加え、耐震改修設計に要する費用の2/3以内（限度額：
10万円／戸、18万円／棟）を併せて補助。

●なっとく耐震改修（耐震改修工事費補助）…耐震改修工事に要する費用の
1/2以内（限度額：100万円／戸）を補助。１階のみを補強又は寝室等の部
屋にシェルターを設置する耐震改修工事等も補助対象。

マンション耐震化緊急支援事業
一定の要件を満たす地上３階建以上の民間マンションの耐震診断・耐震改
修設計に要する費用の一部を補助します。
●耐震診断…耐震診断に要する費用の2/3以内（限度額：200万円/棟）を補助
します。

●耐震改修設計…耐震改修設計に要する費用の2/3以内（限度額：400万円/
棟）を補助します。
●耐震改修工事…耐震改修工事に要する費用の1/2以内（限度額：1,000万
円/棟【平成24年度の場合】）を補助します。

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 耐震・密集市街地整備支援課
 TEL 6882-7053　FAX 6882-0877

マンション管理組合の方へ
分譲マンション建替検討費助成制度

マンションの建替えの検討を行う管理組合に対して、検討費用の一部を補
助します。　補助率:補助対象となる検討経費の1/3　上限:150万円
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 住宅政策グループ
 TEL 6208-9224　FAX 6202-7064

分譲マンションアドバイザー派遣（予約制・無料）
マンションの建替えや計画的な修繕・省エネルギー改修についてのアドバ
イスを行うため、管理組合の勉強会などの講師役として専門家を派遣し
ます。
 お問い合わせ 予約申し込み 大阪市立住まい情報センター
 TEL 6242-1177（相談専用）

大阪市マンション管理支援機構
公共団体や、建築、法律などの専門家団体等が連携して、分譲マンションの
管理組合を支援します。登録組合には、セミナーの案内や情報誌等を無料
で送付します。
  大阪市マンション管理支援機構事務局
 お問い合わせ （大阪市立住まい情報センター4階 住情報プラザ内）
 TEL 4801-8232　FAX 6354-8601

その他
防災力強化マンション認定制度

耐震性や耐火性など建物の安全性に関する基準に適合することに加え、被災時
の生活維持に求められる設備・施設等の整備、住民による日常的な防災活動等
により防災力が強化されたマンションを認定し、広く情報発信していきます。
認定物件の金利引き下げについては、子育て安心マンション認定制度の欄をご覧ください。

 お問い合わせ 大阪市都市整備局 防災・耐震化計画グループ
 TEL 6208-9649　FAX 6202-7064

都市防災不燃化促進事業（今里筋沿道：緑橋～百済貨物駅）
地域防災計画に定める避難路のうち、本市の指定する避難路の沿道区域
（道路境界から奥行き30ｍの範囲）で、一定の基準に適合する耐火建築物
等を建設される方に助成を行います。
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 防災・耐震化計画グループ
 TEL 6208-9629　FAX 6202-7064

大阪市エコ住宅普及促進事業
断熱性能が高く、太陽光発電や省エネ性能に優れた設備を設置するなどし
た戸建て住宅やマンションを大阪市エコ住宅に認定します。また、認定され
た住宅の住宅ローンに対し利子補給を受けられる場合があります（補助の
条件あり）。なお、予算の範囲内で先着順で受付します。
 

お問い合わせ

 住宅認定に関すること…
  大阪市都市整備局まちづくり事業企画グループ
 TEL 6208-9221　FAX 6202-7064
  利子補給に関すること…
  大阪市住まい公社民間住宅課
 TEL 6882-7050　FAX 6882-7011

大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度
多数の市民に影響がおよぶと考えられる民間建築物において、露出した吹
付けアスベストの含有調査にかかる費用の全額、ならびに除去・封じ込め等
の対策工事にかかる費用の一部を補助します。なお、事前着工や建物の解体
を前提とする場合には適用されません。
 お問い合わせ 大阪市計画調整局 監察課
 TEL 6208-9318　FAX 6202-6960

※市外局番は全て「06」です。
※各事業の詳細は、おおさか・あんじゅ・ネットおよび大阪市ホームページでご確認ください。
※補助、助成事業の利用には事前協議が必要ですのでお早めにご相談ください。また、受付期限が
あるものもあります。なお、予算額に達し次第受付を終了しますのでご注意ください。
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このページでは、「あんじゅ」や「住まい情報センター」に対するご意見や応援メッセージ、センターの活動やお知らせ
など、さまざまな情報をお届けします。「あんじゅ」「住まい情報センター」へのご意見･ご要望、今後とりあげてほしい
テーマ、開催してほしいイベントなどを、どしどしお寄せください。

住まい・まちづくり・ネットワークからのお知らせ

住まい情報センターからのご案内

団 体 名 事業タイトル名（仮称）

関西大学 団地再編プロジェクト

大阪エコリフォーム普及促進地域協議会 正しく知りましょう! 「省エネ住宅が健康に繋がる学術的な理由」

集合住宅団地の再生って? ～海外事例と日本の展望～

NPO法人 集合住宅維持管理機構
NPO法人 住宅長期保証支援センター

「浪花の名所－都市観光の愉しみ」シンポジウム･パネル展摂南大学外国語学部 国際文化教室

地震に負けない家づくりこども建築ワークショップ

あなたの夢は実現します 徹底解説! マンションリフォーム術

整理収納相談ネット●おーさか 『整理収納』で素敵にすごせる『未来への願い』

「タイアップ事業」 平成２4年度 第2回募集の実施団体が決定しました! 

平成２5年度
タイアップ事業
第１回企画提案を募集します！
平成２5年４月から２6年２月までに開催する企画を募
集します。詳細については「住まい・まちづくり・ネット」を
ご覧ください。
→ http://www.sumai-machi-net.com/tieup-info

「減災パネル展」を開催します！
11月25日（日）開催のシンポジウム2012“学ぼうさい”地域が助かる地

域で助ける「頑張らない! 台所からの減災術」にあわせて、減災パネル
展を開催します！ 災害時に発生し得る被害を最小化するためには、日頃か
らどんな備えが大切なのか、パネルでご紹介しますので、どうぞご来場ください。
●期間: １0月1日（月）～１１月25日（日）まで　●場所: 住まい情報センター４階住情報プラザ
※展示期間について詳しくは、「住まい・まちづくり・ネット」をご覧ください。
※市民防災マニュアルは、大阪市のホームページからダウンロードできます。
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011873.html 

ご希望の方に、本誌「あ
んじゅ」を郵送でお届けします。バッ
クナンバーもお送りします（要送
料）。詳しくは住まい情報センターま
でお問い合わせください。
●ＴＥＬ ０６-６２４２-１１６０

「タイアップ事業」は住まい情報センター
とNPO等住まい・まちづくり関連団体と
が、協働で実施するセミナーやイベント
を通じて、市民のみなさまの住環境の質
の向上、住むまち大阪の魅力向上のため
に実施する事業です。開催の様
子はホームページでご案内し
ます。
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「あんじゅ」をお手元に
お届けします

すまじょーくんすまじょーくん

住まいのＱ＆Ａ

「管理費」と「修繕積立金」の
違いは何ですか？Q
マンションの日常的な
維持・管理費用と、
長期的な修繕費用です。

A

あんじゅ メッセージボード

　
　分譲マンションには、区分所有者（住戸を購入した
人）が専有する部分と、共同で所有する敷地や施設などの共用
部分があります。このような共用部分を維持・管理するために必
要な費用が「管理費」で、区分所有者は管理組合に支払います。
管理組合は、管理に必要な費用を算出し、専有部分の床面積に
応じて各戸の負担分を決めます。したがって専有面積の広い住
戸の所有者は狭い住戸より管理費を多く払います。
　管理費は、区分所有法によって区分所有者全体で負担す
るよう定められていますので、支払を拒めません。管理費はどん

な維持・管理をするか、マンションの構造や規模などによって異
なりますが、主には管理を委託する管理会社に支払う管理委
託費（管理員の人件費や共用部の清掃費など）、共用設備や
植栽の保守維持費、公租公課、共用部の光熱費、保険代など
です。
　一方、マンションは竣工後、年が経るにつれて傷んでいきます
ので、適切な修繕をしないと快適な住環境が維持できません。そ
のため、長期修繕計画書を作成し、必要に応じて調査・診断や修
繕工事を行います。これらにかかる費用が「修繕積立金」で、管理
費と同様、各区分所有者の床面積に応じて決め、月々積み立て
て準備していきます。外壁の塗り替えなど大規模な修繕工事を進
めるには多額の費用がかかりますし、建物や設備の劣化次第で
は長期修繕計画を見直す必要もあり、計画的に準備していくこと
が大切です。

（次回は「スマートハウス」って何ですか？）
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市内3ヵ所にある大阪市サービスカウンターで広報誌「あんじゅ」をはじめ、住宅関連パンフレットの配布等を行っています。

■ディアモール大阪B1F ■地下鉄難波駅構内B1F ■あべちかB1F

TEL: 06-6345-1103   FAX: 06-6345-0873 TEL: 06-6211-0874   FAX: 06-6211-0869 TEL: 06-6773-0874   FAX: 06-6773-6600

サービスカウンターの営業時間: 平日／9時～19時　土・日・祝日／10時～19時　※臨時休業する場合があります。
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大阪市からのお知らせ

　大阪市では、新たに次のマンションを「防災力強化マンション」（※P12参照）として計画認定しました。
平成24年８月末時点で28件・3,245戸を認定しています。

「防災力強化マンション」として認定しました！

※詳細は、ホームページからご覧いただけます。
「防災力強化マンション」で検索してください。

■お問い合わせ先  大阪市都市整備局防災・耐震化計画グループ  TEL: 06-6208-9649

名　称 建設地 竣工予定

住之江区
新北島三丁目

中央区
今橋三丁目

阿倍野区
文の里一丁目

淀川区
十八条三丁目

福島区
大開三丁目

阿倍野区
播磨町三丁目

西区
南堀江四丁目

H25.8

H25.1

H25.9

H25.6（仮称）淀屋橋PJ 

（仮称）ジェイグラン阿倍野文の里

三国の川辺の森リバーガーデン

H25.10サンメゾン南堀江ゲート

H26.2

H25.12

名　称 建設地 竣工予定

（仮称）阿倍野区播磨町
三丁目新築工事 

キングマンション福島
ファーストプレミア

（仮称）住之江区新北島三丁目
マンション計画

1413 ANGE 2012 Autumn ANGE 2012 Autumn

まな




